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給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込み
を求めること等は絶対にありません。自宅や職場などに区役所職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署や警察相
談専用電話（＃9110）にご連絡ください。

詐欺にご注意

 Q  　給付対象の「世帯」とは何ですか。
 A  　住民票上の世帯のことです。

 Q  　「家計急変世帯に対する給付金」と、「住民税
非課税世帯に対する給付金」の両方の給付金を
受給することはできますか。

 A  　できません。令和3年度住民税非課税世帯は、
「住民税非課税世帯に対する給付金」を申請して
ください。また、世帯の中に、いずれかの給付
金を受給している方が含まれている場合は、給
付の対象となりません。

 Q  　「子育て世帯への臨時特別給付金」を受給済み
ですが、対象となりますか。

 A  　「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取っ
ている世帯においても、今回の給付金の要件に
該当すれば、給付を受けられます。

 Q  　私の収入の場合、「家計急変世帯に対する給
付金」の支給対象になりますか。

 A  　令和3年度分の住民税が課されている世帯員
全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税に
相当する額の場合、対象となります。対象かど
うかの個別の判定は、ご提出いただいた申請書
類等をもとに審査しますので、審査結果をお待
ちください。

 Q  　収入の減少はありませんが、出生したこども
を新たに被扶養者としたことで、住民税非課税
相当の水準となる場合は、支給対象ですか。

 A  　収入の減少がない場合は対象となりません。

 Q  　定年退職により収入が減少し、住民税非課税
相当の水準となる場合は、支給対象ですか。

 A  　新型コロナウイルス感染症と全く関係のない
理由で収入が減少し、住民税非課税相当の水準
となった場合は対象となりません。

 Q  　離婚した場合の元配偶者の収入は勘案されま
すか。

 A  　判定は、申請時点の世帯構成員のそれぞれの
収入に基づいて行われます。離婚後別居してい
る元配偶者の収入は勘案されません。

 Q  　離婚などにより元配偶者が家計に入れていた
お金がなくなった場合は、支給対象ですか。

 A  　単に離婚をしたということで、新型コロナウ
イルス感染症およびそのまん延防止のための措
置と全く関係がない場合には、認められません。
ただし、例えば配偶者が新型コロナウイルス感
染症で死亡した場合など、個別の事情によって
は対象と認められる場合があります。

 Q  　現在、世帯主のDVから避難して生活をして
います。私は支給対象となりますか。

 A  　配偶者やその他の親族などからの暴力を理由
に避難している方については、独立した世帯と
みなします。給付要件を満たせば、避難先の自
治体で支給対象となります。

家族構成例 非課税相当限度額
収入額 所得額

単身または扶養親族がいない 100.0万円 　45.0万円
配偶者・扶養親族（計1人）を扶養し
ている 156.0万円 101.0万円

配偶者・扶養親族（計2人）を扶養し
ている 205.7万円 136.0万円

配偶者・扶養親族（計3人）を扶養し
ている 255.7万円 171.0万円

配偶者・扶養親族（計4人）を扶養し
ている 305.7万円 206.0万円

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親
※これを超える場合は、上記の被扶養者
の人数に応じた区分を適用

204.3万円 135.0万円

給付対象 次の①～③のすべてに該当する世帯
①住民税非課税世帯に対する給付金の対象外である
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した
③ 令和3年度分住民税が課されている世帯員全員のそれぞれ

の年収見込額が住民税非課税（相当）水準以下である
※ 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は

対象外です。
※ 「住民税非課税（相当）水準以下」とは、「令和₃年₁月以降の任意の₁

か月の収入を₁₂倍した額」または「年間の所得見込額」が、右表の
水準以下であることを指します。

給付額 1世帯につき10万円

申請方法 区ホームページから申請書類を入手し、その他必要書類ととも
に、〒135-8383区役所生活支援臨時特別給付金担当へ郵送
※ 区ホームページからの申請書類の入手が困難な方は、江東区コールセ

ンター（☎₀₁₂₀⊖₃₅₂⊖₈₇₅）へご連絡ください。

必要書類 申請書、簡易な収入（所得）見込額の申立書、収入の見込額を確
認できる書類、本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書
類の写し、世帯の状況を確認できる書類の写し（戸籍謄本、住民
票等の写し）等

受付期間 2／14（月）～9／30（金）必着

支給方法 審査の結果、家計急変世帯と認められたも
のから順次、申請書記載の口座に振込
※ 申請から振込まで、₁か月程度かかる見込みで

す。

◀最新の情報は区ホームページをご覧ください

お問い合わせ
江東区コールセンター
☎0120-352-875

月～金曜　8：30～18：00（祝日を除く）
※2／16（水）は19：00まで延長
※2／27（日）までは土・日曜、祝日も開設

内閣府コールセンター
☎0120-526-145

9：00～20：00
（土・日曜、祝日を含む）

申請が必要です　 家計急変世帯に対する給付金
（住民税非課税世帯に対する給付金との重複受給はできません）

住民税非課税世帯に対する給付金（令和3年1/2以降の転入者がいる世帯向けにご案内を発送）
基準日（※1）に江東区に住民票がある世帯のうち、令和3年1／2以降の
転入者がいる世帯に対して、2／16（水）以降に申請のご案内を発送する
予定です。（※2）
申請のご案内は給付対象ではない世帯にも届きますので、給付対象と
なる場合のみ、申請書をご返送ください。
※₁ 基準日：令和₃年₁₂／₁₀
※₂ 転入者のいない世帯については、給付対象世帯あて申請書を発送済です。

（1）給付対象
基準日において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である
世帯
※ 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外

（2）給付額
1世帯につき10万円

（3）申請方法・必要書類・提出期限
区からお送りする申請のご案内をご確認ください。


